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議案第64号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（佐渡市税条例等の一部を改

正する条例の制定について）  

 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。  

 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出  

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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専決第３号 

 

専決処分書  

 

 佐渡市税条例等の一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。 

 

 

 

 

  令和７年３月31日  

 

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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佐渡市税条例等の一部を改正する条例  

 

（佐渡市税条例の一部改正）  

第１条 佐渡市税条例（平成 16年佐渡市条例第63号）の一部を次のように

改正する。  

第36条の２第 10項中「第２条第 15項」を「第２条第 16項」に改める。 

  第63条の２第１項第１号中「同条第 15項」を「同条第 16項」に改める。 

  第82条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を

「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号エを同号オとし、同号

ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同

号エとし、同号イの次に次のように加える。  

ウ 二輪のもので、総排気量が 0.125リットル以下かつ最高出力が 4.0

キロワット以下のもの  年額 2,000円 

  第89条第２項第２号中「第２条第 15項」を「第２条第16項」に改め、

同項第５号中「定格出力」の次に「（第 82条第１号ウに掲げる原動機付自

転車にあっては、原動機の総排気量及び最高出力）」を加える。  

  第90条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に、「を

提示」を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第 95条の２第２項に規

定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された免許情報

記録個人番号カード（同法第 95条の２第４項に規定する免許情報記録個

人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示」に改め、同項第５号

中「の番号、交付年月日及び」を「又は道路交通法第 95条の２第２項第

１号に規定する免許情報記録（以下この号において「免許情報記録」と

いう。）の番号、運転免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の」に

改め、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に

次の１項を加える。  

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したとき

は、当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確

認するために必要な措置を受けなければならない。  

  第139条の３第２項第１号中「第２条第 15項」を「第２条第16項」に改

める。  
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  附則第10条の２第22項中「附則第 15条第37項」を「附則第15条第36項」

に改め、同条第23項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第37項」に

改め、同条第24項中「附則第15条第41項」を「附則第15条第40項」に改

め、同条第25項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第41項」に改め

る。 

  附則第10条の３中第14項を第15項とし、第13項を第14項とし、第12項

の次に次の１項を加える。  

13 市長は、法附則第15条の９の３第１項に規定する特定マンションに

係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった

場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平

成 12年法律第 149号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者

等から法附則第 15条の９の３第２項に規定する期間内に法施行規則

附則第７条第17項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マ

ンションが法附則第 15条の９の３第１項に規定する要件に該当する

と認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を

適用することができる。  

（佐渡市入湯税条例の一部改正）  

第２条 佐渡市入湯税条例（平成 16年佐渡市条例第66号)の一部を次のよう

に改正する。  

 第８条第１号中「同条第15項」を「同条第16項」に改める。  

   附  則 

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第２条 この条例による改正後の佐渡市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。  

（軽自動車税に関する経過措置）  

第３条 新条例第82条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和６年度分まで
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の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。  
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議案第65号 

 

   専決処分の承認を求めることについて（佐渡市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について）  

 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を

求める。  

 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出  

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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専決第４号 

 

専決処分書  

 

 佐渡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分する。  

 

 

 

 

  令和７年３月31日  

 

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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   佐渡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 佐渡市国民健康保険税条例（平成 16年佐渡市条例第65号）の一部を次の

ように改正する。  

第３条第２項ただし書中「65万円」を「66万円」に改め、同条第３項た

だし書中「24万円」を「26万円」に改める。  

第24条第１項中「65万円」を「66万円」に、「24万円」を「26万円」に改

め、同項第２号中「29万5,000円」を「30万5,000円」に改め、同項第３号

中「54万5,000円」を「56万円」に改める。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（適用区分）  

２ この条例による改正後の佐渡市国民健康保険税条例の規定は、令和７

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。  
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議案第66号 

 

佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

 佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。  

 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出 

               佐渡市長    渡辺 竜五  
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佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例 

 

佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成16年佐渡市条例

第202号）の一部を次のように改正する。  

第３条第３項第１号中「各号」を「アからオまで」に、「施行令第２条

の４第７項」を「同条第６項」に改め、同項第２号及び第３号中「第２条

の４第８項」を「第２条の４第７項」に改める。  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第67号 

 

   佐渡市若者夫婦及びＵＩターン者等向け賃貸住宅条例の制定につい

て 

 

 佐渡市若者夫婦及びＵＩターン者等向け賃貸住宅条例を次のとおり制定

する。 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出 

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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佐渡市若者夫婦及びＵＩターン者等向け賃貸住宅条例  

 

 佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例（平成 16年佐渡市条例第284号）の全部

を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条）  

第２章 賃貸住宅の設置（第３条）  

第３章 若者夫婦の使用（第４条―第28条） 

第４章 ＵＩターン者等を雇用する市内事業者の使用（第29条―第48条） 

第５章 雑則（第49条―第51条）  

附則 

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この条例は、市が若者夫婦及びＵＩターン者等を雇用する市内事

業者向けの優良な賃貸住宅を設置することにより、若年層及びＵＩター

ン者等の住生活の確保及び地域の活性化を促進することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 賃貸住宅 市が設置する若者夫婦及びＵＩターン者等を雇用する市

内事業者向け賃貸住宅をいう。  

⑵ 若者夫婦 賃貸住宅の入居の申込みをしようとする者及びその配偶

者（婚姻の予約者を含む。以下同じ。）の満年齢の合計が入居の申込

みをする日において70年以下の世帯をいう。  

⑶ ＵＩターン者等 市外から定住を目的として市内に転入してきた者

又は市外に住民票を有しつつ、市内において相当期間にわたる居住（い

わゆる二地域居住）を目的として滞在する者をいう。 

⑷ 市内事業者 市内で事業を営む個人、法人又は団体をいう。  

⑸ 共同施設 賃貸住宅に附帯する通路又は駐車場等の施設で入居者の
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共同の福祉のために必要なものをいう。  

第２章 賃貸住宅の設置  

（賃貸住宅の設置） 

第３条 賃貸住宅（共同施設を含む。）を別表第１のとおり設置する。  

第３章 若者夫婦の使用  

（入居者の公募）  

第４条 市長は、入居者の公募を市政広報等の方法によって行うものとす

る。 

２ 前項の公募に当たっては、市長は、賃貸住宅の位置、戸数、規格、家

賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な

事項を明らかにするものとする。  

（入居資格） 

第５条 賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備しなけれ

ばならない。 

⑴ 若者夫婦であること。  

⑵ 入居の申込みをしようとする者及びその配偶者が同居すること。  

⑶ 入居の申込みをしようとする者及びその配偶者に係る直系親族であ

ること。 

⑷ 入居後速やかに当該賃貸住宅の所在地に住所を移転することができ

ること。 

⑸ 公租公課を滞納していないこと。  

⑹ 入居の申込みをしようとする者又は当該入居の申込みをしようとす

る者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者は、入居を認

めない。 

 （入居の申込み及び決定）  

第６条 前条に規定する入居の資格を有する者で賃貸住宅に入居しようと
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するものは、別に定めるところにより、入居の申込みをしなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者（以下「入居申込者」

という。）を賃貸住宅の入居者として決定し、その旨及び当該賃貸住宅

に入居することができる日（以下「入居決定日」という。）を当該入居

者として決定された者（以下「入居決定者」という。）に対して通知す

るものとする。  

３ 市長は、入居申込者の数が入居されるべき賃貸住宅の戸数を超える場

合には、前項の規定にかかわらず、抽選により入居者を決定する。  

（入居補欠者）  

第７条 市長は、前条第３項の規定により入居者を決定する場合において、

入居決定者のほか、補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居

補欠者を定めることができる。  

２ 市長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠

者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。  

（入居の手続）  

第８条 入居決定者は、決定の通知のあった日から 15日以内に、次に掲げ

る手続をしなければならない。  

⑴ 連帯保証人（当該入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長

が適当と認めるものをいう。）の自署する賃貸借契約書を提出するこ

と。 

⑵ 第16条の規定により敷金を納付すること。  

２ 市長は、入居決定者が賃貸住宅に入居しないとき若しくは前項に規定

する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者

となったと認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。  

（賃貸借契約）  

第９条 賃貸住宅における賃貸借契約は、借地借家法（平成３年法律第 90

号。以下「法」という。）第38条に規定する定期建物賃貸借契約（以下

「定期賃貸借契約」という。）とする。 
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２ 市長は、法第38条第３項の規定により入居者に書面の交付により定期

賃貸借契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受け

た旨の確認を得なければならない。  

３ 賃貸住宅における定期賃貸借契約の期間は、２年以内とする。ただし、

当該定期賃貸借契約に係る始期は入居決定日とし、終期は入居決定日の

属する年度の翌年度の末日とする。  

４ 定期賃貸借契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新は

しない。ただし、市長と入居者との合意の上で、契約の期間の満了の日

の翌日を始期とする新たな賃貸借契約（以下「再契約」という。）をす

ることができる。  

５ 市長は、第３項に規定する期間の満了する日の１年前から６箇月前ま

での間（以下「通知期間」という。）において、入居者に対し期間の満

了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。  

６ 市長は、前項に規定する通知をしなければ賃貸借の終了を入居者に主

張することができず、当該入居者は第３項に規定する期間の満了後にお

いても、賃貸住宅を引き続き賃借することができるものとする。ただし、

市長が通知期間を経過した後当該入居者に対し期間の満了により賃貸借

が終了する旨の通知をした場合においては、当該通知をした日から６箇

月を経過した日に賃貸借は終了するものとする。  

 （連帯保証人）  

第10条 連帯保証人は、入居者と連帯して、定期賃貸借契約から生じる当

該入居者の債務（市長が前条第５項の規定による通知をしなかった場合

においては、同条第３項に規定する期間内のものに限る。）を負担する

ものとする。 

（再契約） 

第11条 市長は、再契約の意向があるときは、第９条第５項の規定による

通知の書面にその旨を付記するものとする。  

２ 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、別に定める

ところにより、再契約の申込みをしなければならない。 
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３ 再契約を行う場合においては、第５条第１項第１号及び第 22条の規定

は適用しない。ただし、定期賃貸借契約における原状回復の債務の履行

については、再契約に係る賃貸借が終了する日までに行うこととし、敷

金の返還については、第16条第２項に規定するところによるものとする。 

４ 次に掲げる場合においては、市長は、入居者との再契約を行わないも

のとする。 

⑴ 定期賃貸借契約期間満了日において再契約を行おうとする当該入居

者及びその配偶者（婚姻の予約者を除く。次号において同じ。）の満

年齢の合計が90年を超える場合  

⑵ 定期賃貸借契約期間満了日において再契約を行おうとする当該入居

者の配偶者がいない場合  

⑶ 定期賃貸借契約期間満了日において再契約を行おうとする当該入居

者又は同居者が暴力団員であることが判明した場合  

５ 前項の場合において、居住の安定を図るため、真にやむを得ない事情

があると市長が認めるときは、１度に限り再契約を行うことができる。  

６ 再契約においては、第９条各項の規定を準用する。 

（使用目的） 

第12条 入居者は、賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。  

（家賃の決定及び変更）  

第13条 賃貸住宅の家賃は、別表第２のとおりとする。  

２ 市長は、次の各号に該当する場合には、家賃を改定することができる。  

⑴ 物価の変動に伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。  

⑵ 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上家賃を改定する必要があ

ると認めるとき。  

⑶ 賃貸住宅を改良したことに伴い家賃を改定する必要があると認める

とき。 

（家賃の納付）  

第14条 入居者は、入居決定日から賃貸住宅を明け渡した日までの間、家

賃を市長に支払わなければならない。 
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２ 入居者は、毎月末日（月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日）

までに、その月分の家賃を納付しなければならない。  

３ 入居者が賃貸住宅に入居した場合又は賃貸住宅を明け渡した場合にお

いて、その月の使用期間が１箇月に満たないときは、その月の家賃は、

１箇月を30日とした日割計算により算定した額とする。この場合におい

て、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの

とする。 

（入居者の費用負担） 

第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。  

⑴ 電気、ガス、水道及び下水道の使用料  

⑵ ごみ処理に要する費用  

⑶ 共同施設の使用に要する費用  

⑷ 第19条の規定による修繕費用のうちの入居者負担分  

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用  

（敷金） 

第16条 市長は、賃貸住宅における賃貸借契約から生じる債務の担保とし

て入居者から入居決定日における家賃の３箇月分に相当する金額の敷金

を徴収するものとする。  

２ 市長は、入居者から賃貸住宅の明渡しがあったときは、遅滞なく当該

入居者に敷金の全額を無利息で返還しなければならない。ただし、市長

は、当該賃貸住宅の明渡しがあったときに、家賃の滞納、原状回復に要

する費用の未払いその他の賃貸住宅における賃貸借契約から生じる債務

の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことが

できる。 

３ 前項ただし書の場合において、市長は、敷金から差し引く債務の額の

内訳を賃貸住宅を明け渡す入居者に明示しなければならない。  

（敷金の運用）  

第17条 市長は、敷金を預金等の安全確実な方法で運用しなければならな

い。 
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（禁止又は制限される行為）  

第18条 入居者は、賃貸住宅の賃借権を譲渡し、転貸し、又は担保に供し

てはならない。  

２ 入居者は、賃貸住宅の増築、改築若しくは模様替え又は敷地内におけ

る工作物の設置を行ってはならない。 

３ 入居者は、賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷してはならない。  

４ 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり別表第３に掲げる行為を行っては

ならない。 

５ 入居者は、賃貸住宅の使用に当たり別表第４に掲げる行為を行うとき

は、市長の承認を受けなければならない。  

６ 入居者は、15日以上継続して賃貸住宅を留守にするときは、その旨を

市長に届け出なければならない。  

（修繕費用の負担） 

第19条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用（畳の表替え、破損、

ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅機その他付帯施設の構造

上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は、市の負担とする。  

２ 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に定める修繕の必要が生じ

たときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の指示に従い

修繕し、又はその費用を負担しなければならない。  

（契約の解除）  

第20条 市長は、入居者が第 14条第１項の規定による家賃支払義務に違反

した場合において、市長が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告し

たにもかかわらず当該期間内に当該義務が履行されないときは、定期賃

貸借契約を解除することができる。  

２ 市長は、入居者が次に掲げる義務に違反した場合において、義務違反

により定期賃貸借契約を継続することが困難であると認められるときは、

当該定期賃貸借契約を解除することができる。  

⑴ 第12条の規定による使用目的遵守義務  

⑵ 第18条の規定による義務  
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３ 市長は、入居者が次に掲げる行為を行ったとき又は次の要件に該当す

ると認められるときは、定期賃貸借契約を解除することができる。  

⑴ 犯罪行為等により警察の介入を生じさせる行為を行ったとき。  

⑵ 反社会的団体の構成員又はこれに準ずる者であると判明したとき。  

⑶ 前号に掲げる者の事務所又は宿泊所に使用したとき。  

⑷ 入居者が不正の行為によって入居したとき又は入居後において不正

の行為を行ったとき。 

（入居者からの契約の解除）  

第21条 入居者は、市長に対して１箇月前までに解約の申入れを行うこと

により、定期賃貸借契約を解除することができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、入居者は、解約申入れの日から１箇月分の

家賃（定期賃貸借契約解約後の家賃相当額を含む。）を市長に支払うこ

とにより、解約申入れの日から起算して１箇月を経過する日までの間、

随時に定期賃貸借契約を解除することができる。  

（明渡し） 

第22条 入居者は、定期賃貸借契約が終了する日（市長が第９条第５項の

規定による通知をしなかった場合においては、同条第６項ただし書に規

定する通知をした日から６箇月を経過した日）までに（第20条の規定に

より定期賃貸借契約が解除された場合にあっては、直ちに）賃貸住宅を

明け渡さなければならない。  

２ 前項の場合において、入居者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、

賃貸住宅を原状回復しなければならない。  

３ 入居者は、第１項の明渡しをするときは、明渡しの日の５日前までに

市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。  

（立入り） 

第23条 市長は、賃貸住宅の防火、構造の保全その他の当該賃貸住宅の管

理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の承諾を得て、市長の指

定する者を当該賃貸住宅内に立ち入らせることができる。 

２ 入居者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを
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拒否することはできない。  

３ 市長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必

要がある場合において、あらかじめ入居者の承諾を得ることなく、市長

が指定した者を賃貸住宅内に立ち入らせることができる。 

４ 前項の場合において、市長の指定した者が入居者の不在時に立ち入っ

たときは、市長は、その旨を立入り後当該入居者に通知しなければなら

ない。 

５ 第１項の市長が指定した者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（駐車場の使用資格） 

第24条 別表第１の賃貸住宅の敷地内に整備された駐車場（以下「駐車場」

という。）を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者

でなければならない。 

⑴ 賃貸住宅の入居者であること。  

⑵ 自ら使用するための駐車場を必要としていること。  

⑶ 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。  

 （駐車場の使用の申込み及び決定）  

第25条 駐車場の使用資格を有する者で当該駐車場を使用しようとするも

のは、別に定めるところにより、当該駐車場の使用の申込みをしなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者（以下この条におい

て「申込者」という。）を駐車場の使用者（以下「駐車場使用者」とい

う。）として決定し、その旨を当該駐車場使用者に通知するものとする。  

３ 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前

項の規定にかかわらず、公正な方法で選考及び抽選を行い、駐車場使用

者を決定する。  

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合においては、申込者を駐車場使用者として決定しないことができる。 

⑴ 入居者が第20条の規定により定期賃貸借契約を解除されたとき。  
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⑵ 入居者が第12条及び第18条の規定に違反したとき。  

５ 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第２項及び第３

項の規定による決定に条件を付することができる。  

（駐車場使用料）  

第26条 駐車場の使用料は、月額 1,500円とする。  

（駐車場の使用の決定の取消し等）  

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場

の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に期限を定めてその明渡しを請

求することができる。 

⑴ 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき、又は使

用後において不正の行為を行ったとき。 

⑵ 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を

使用しないとき。  

⑶ 駐車場使用者が第12条若しくは第18条の規定又は使用の決定に付し

た条件に違反したとき。  

⑷ 駐車場使用者が前条の駐車場使用料を正当な理由によらないで３箇

月以上滞納したとき。 

⑸ 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認める

とき。 

２ 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同

項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。 

（準用） 

第28条 第12条、第14条、第18条第１項、第２項及び第６項並びに第 22条

の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これら

の規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「賃貸住宅」、「住

宅」及び「敷地」とあるのは「駐車場」と、「入居決定日」とあるのは

「使用決定日」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「に入居

した」とあるのは「を使用した」と、「賃借権」とあるのは「使用権」

と、「増築、改築若しくは模様替え」とあるのは「形状変更」と、「留
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守にするとき」とあるのは「使用しないとき」とそれぞれ読み替えるも

のとする。 

第４章 ＵＩターン者等を雇用する市内事業者の使用 

 （使用の資格）  

第29条 賃貸住宅を賃借できる市内事業者は、次の条件を具備しなければ

ならない。 

⑴ 公租公課を滞納していないこと。  

⑵ 賃貸住宅に居住させようとする者又は現にその者と同居し、若しく

は同居しようとする親族（以下「居住者」という。）が暴力団員でな

いこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める者は、使用又は

居住を認めない。  

（賃借の申込み及び決定）  

第30条 前条第１項に規定する要件を満たす市内事業者で賃貸住宅を賃借

し、その雇用するＵＩターン者等を居住させようとするもの（以下「賃

借申込事業者」という。）は、別に定めるところにより、賃借の申込み

をしなければならない。  

２ 市長は、前項の規定により賃借の申込みをした賃借申込事業者を賃貸

住宅の賃借人として決定した場合、その旨及び当該賃貸住宅の賃貸開始

日を当該賃借人として決定された市内事業者（以下「賃借決定者」とい

う。）に対して通知する。  

３ 市長は、第１項の規定により賃借の申込みをした賃借申込事業者の数

が賃貸されるべき賃貸住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかか

わらず、抽選により賃借人を決定する。 

（賃借補欠者）  

第31条 市長は、前条第３項の規定により賃借人を決定する場合において

は、賃借決定者のほか、補欠として賃貸順位を定め、必要と認める数の

賃借補欠者を定めることができる。  

２ 市長は、賃借決定者が賃貸住宅にその雇用するＵＩターン者等を居住

させないときは、前項の賃借補欠者のうちから賃貸順位に従い賃借人を
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決定しなければならない。  

（居住の手続及び確定）  

第32条 賃借決定者は、賃借人の決定の通知のあった日から 15日以内に、

賃貸住宅に居住させようとする者全員分の身分証明書を市長に提出しな

ければならない。  

２ 市長は、前項に規定する者が賃貸住宅に居住しないとき若しくは賃借

決定者が同項に規定する手続をしないとき、又は賃借決定者が不正の行

為により賃借決定者となったと認めるときは、賃借人の決定を取り消す

ことができる。  

（定期賃貸借契約） 

第33条 市長は、前条第１項の規定により手続を完了し、賃貸決定の通知

を受けた賃借決定者と定期賃貸借契約を締結し、住宅を貸し付けるもの

とする。 

２ 賃貸住宅における定期賃貸借契約の期間は、２年以内とする。ただし、

当該定期賃貸借契約に係る始期は賃貸開始日とし、終期は賃貸開始日の

属する年度の翌年度の末日とする。  

３ 定期賃貸借契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新は

しない。ただし、市長と賃借決定者との合意の上で、契約の期間の満了

の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約（以下「再契約」という。）

をすることができる。 

（使用目的） 

第34条 賃借決定者及び居住者（以下「賃借決定者等」という。）は、賃

貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。  

（家賃の決定及び変更）  

第35条 賃貸住宅の家賃は、別表第２のとおりとする。  

２ 市長は、次の各号に該当する場合には、家賃を改定することができる。  

⑴ 物価の変動に伴い家賃を改定する必要があると認めるとき。  

⑵ 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上家賃を改定する必要があ

ると認めるとき。  

⑶ 賃貸住宅を改良したことに伴い家賃を改定する必要があると認める

とき。 
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（家賃の納付）  

第36条 賃借決定者は、賃貸開始日から賃貸住宅を明け渡した日までの間、

家賃を市長に支払わなければならない。  

２ 賃借決定者は、毎月末日（月の途中で明け渡した場合は当該明け渡し

た日）までに、その月分の家賃を納付しなければならない。  

３ 賃貸開始日又は賃借決定者が賃貸住宅を明け渡した日が、その月の末

日以外の場合、当該月の家賃は、１箇月を30日とした日割計算により算

定した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。  

（賃借決定者等の費用負担）  

第37条 次に掲げる費用は、賃借決定者等の負担とする。 

⑴ 居住開始及び退去に際して掛かる費用  

⑵ 電気、ガス、水道及び下水道の使用料  

⑶ ごみ処理に要する費用  

⑷ 共同施設の使用に要する費用  

⑸ 第39条の規定による修繕費用のうちの賃借人負担分 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長の指定する費用  

（禁止又は制限される行為）  

第38条 賃借決定者等は、賃貸住宅の賃借権を譲渡し、転貸し、又は担保

に供してはならない。 

２ 賃借決定者等は、賃貸住宅の増築、改築又は敷地内における工作物の

設置を行ってはならない。  

３ 賃借決定者等は、賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷してはならない。 

４ 賃借決定者等は、賃貸住宅の使用に当たり別表第３に掲げる行為を行

ってはならない。  

５ 賃借決定者等は、賃貸住宅の使用に当たり別表第４に掲げる行為を行

うときは、市長の承認を受けなければならない。  

６ 居住者は、15日以上継続して賃貸住宅を留守にするときは、その旨を

賃借決定者に報告し、賃借決定者は、市長に届け出なければならない。  

（修繕費用の負担） 

第39条 賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用（畳の表替え、破損、
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ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅機その他附帯施設の構造

上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は、市の負担とする。  

２ 居住者の責めに帰すべき事由によって前項に定める修繕の必要が生じ

たときは、同項の規定にかかわらず、賃借決定者は、市長の指示に従い

修繕し、又はその費用を負担しなければならない。  

（契約の解除）  

第40条 市長は、賃借決定者が第36条第１項の規定による家賃支払義務に

違反した場合において、市長が相当の期間を定めて当該義務の履行を催

告したにもかかわらず当該期間内に当該義務が履行されないときは、定

期賃貸借契約を解除することができる。  

２ 市長は、賃借決定者等が次に掲げる義務に違反した場合において、義

務違反により定期賃貸借契約を継続することが困難であると認められる

ときは、当該定期賃貸借契約を解除することができる。 

⑴ 第34条の規定による使用目的遵守義務  

⑵ 第38条の規定による義務  

３ 市長は、賃借決定者等が次に掲げる行為を行ったとき又は次の要件に

該当すると認められるときは、定期賃貸借契約を解除することができる。 

⑴ 犯罪行為等により警察の介入を生じさせる行為を行ったとき。  

⑵ 反社会的団体の構成員又はこれに準ずる者であると判明したとき。  

⑶ 前号に掲げる者の事務所又は宿泊所に使用したとき。  

⑷ 賃借決定者等が不正の行為によって賃借し、居住を開始したとき、

又は居住開始後において不正の行為を行ったとき。  

（賃借決定者からの契約の解除）  

第41条 賃借決定者は、市長に対して１箇月前までに解約の申入れを行う

ことにより、定期賃貸借契約を解除することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、賃借決定者は、解約申入れの日から１箇月

分の家賃（定期賃貸借契約解約後の家賃相当額を含む。）を市長に支払

うことにより、解約申入れの日から起算して１箇月を経過する日までの

間、随時に定期賃貸借契約を解除することができる。  

（明渡し） 

第42条 賃借決定者は、定期賃貸借契約が終了する日までに（前条の規定
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により定期賃貸借契約が解除された場合にあっては、直ちに）賃貸住宅

を明け渡さなければならない。  

２ 前項の場合において、賃借決定者は、通常の使用に伴い生じた損耗を

除き、賃貸住宅を原状回復しなければならない。  

３ 賃借決定者は、第１項の明渡しをするときは、明渡しの日の５日前ま

でに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。 

（立入り） 

第43条 市長は、賃貸住宅の防火、構造の保全その他の当該賃貸住宅の管

理上特に必要があるときは、あらかじめ賃借決定者等の承諾を得て、市

長の指定する者を当該賃貸住宅内に立ち入らせることができる。  

２ 賃借決定者等は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立

入りを拒否することはできない。  

３ 市長は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必

要がある場合において、あらかじめ賃借決定者等の承諾を得ることなく、

市長が指定した者を賃貸住宅内に立ち入らせることができる。  

４ 前項の場合において、市長の指定した者が居住者の不在時に立ち入っ

たときは、市長は、その旨を立入り後当該賃借決定者等に通知しなけれ

ばならない。 

５ 第１項の市長が指定した者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（駐車場の使用資格） 

第44条 別表第１の賃貸住宅の敷地内に整備された駐車場（以下「駐車場」

という。）を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者

でなければならない。 

⑴ 居住者であること。  

⑵ 自ら使用するための駐車場を必要としていること。  

⑶ 暴力団員でないこと。  

（駐車場の使用の申込み及び決定）  

第45条 駐車場の使用資格を有する者で当該駐車場を使用しようとするも

のは、別に定めるところにより、当該駐車場の使用の申込みをしなけれ

ばならない。 
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２ 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者（以下この条におい

て「申込者」という。）を駐車場使用者として決定し、その旨を当該駐

車場使用者に通知するものとする。  

３ 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前

項の規定にかかわらず、公正な方法で選考及び抽選を行い、駐車場使用

者を決定する。  

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する

場合においては、申込者を駐車場使用者として決定しないことができる。 

⑴ 当該申込者に係る賃借決定者が第40条の規定により定期賃貸借契約

を解除されたとき。 

⑵ 当該申込者が第34条及び第38条の規定に違反したとき。  

５ 市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第２項及び第３

項の規定による決定に条件を付することができる。  

（駐車場使用料）  

第46条 駐車場の使用料は、月額 1,500円とする。  

（駐車場の使用の決定の取消し等）  

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場

の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に期限を定めてその明渡しを請

求することができる。 

⑴ 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき又は使用

後において不正の行為を行ったとき。 

⑵ 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き 15日以上駐車場を

使用しないとき。  

⑶ 駐車場使用者が第34条若しくは第38条の規定又は使用の決定に付し

た条件に違反したとき。  

⑷ 駐車場使用者が前条の駐車場使用料を正当な理由によらないで３箇

月以上滞納したとき。 

⑸ 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認める

とき。 

２ 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同

項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。 
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（準用） 

第48条 第34条、第 36条、第38条第１項及び第２項並びに第 42条の規定は、

駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「賃

借決定者等」とあるのは「駐車場使用者」と、「賃貸住宅」、「住宅」

及び「敷地」とあるのは「駐車場」と、「賃貸開始日」とあるのは「使

用決定日」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、「に入居した」

とあるのは「を使用した」と、「賃借権」とあるのは「使用権」と、「増

築、改築」とあるのは「形状変更」と、「留守にするとき」とあるのは

「使用しないとき」と読み替えるものとする。  

第５章 雑則  

（賃貸住宅管理人） 

第49条 市長は、賃貸住宅に賃貸住宅管理人を置くことができる。  

２ 賃貸住宅管理人は、市長の指揮により、賃貸住宅の修繕すべき箇所の

報告その他入居者との連絡の事務を行う。  

３ 前２項に規定するもののほか、賃貸住宅管理人に関し必要な事項は、

規則で定める。  

（入居又は同居の条件に関する保有個人情報の開示及び訂正の請求）  

第50条 賃貸住宅の入居又は同居の条件に関し、個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号）第60条第１項ただし書に規定する地方公共

団体等行政文書に記録されている自らの保有個人情報の開示及び訂正の

請求については、同法及び佐渡市個人情報保護法施行条例（令和４年佐

渡市条例第25号）の定めるところによる。  

（委任） 

第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附 則 

この条例は、令和７年８月１日から施行する。  

別表第１（第３条、第24条、第44条関係）  

名称 位置 対象者 

大野第２住宅 佐渡市梅津2244番地2 若者夫婦  
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ＵＩターン者等  

上横山住宅 佐渡市上横山1425番地1 若者夫婦  

別表第２（第13条、第35条関係）  

名称 １戸当たりの月額（単位：円）  

大野第２住宅 38,000 

上横山住宅 40,000 

別表第３（第18条、第38条関係）  

１ 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又

は保管すること。  

２ 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付け

ること。 

３ 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。  

４ 大音量でテレビ、ステレオ等の操作をし、又はピアノ等の演奏を

すること。 

５ 観賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない

動物以外の動物（犬（盲導犬等を除く。）、猫等）を飼育すること。 

６ 上記のほか周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行

為をすること。  

別表第４（第18条、第38条関係）  

１ 共同施設に物品を置くこと。  

２ 共同施設に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。  

３ 入居の際に同居した者以外の直系親族を同居させること。  
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議案第68号 

 

   財産の無償譲渡について（相川栄町６番の土地） 

 

 下記の財産を無償譲渡することについて、地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第96条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。  

 

記 

 

１ 土地の所在、地目及び地積 

所在  地目 地積(㎡) 

佐渡市相川栄町６番  宅地  1,650.17 

 

２ 無償譲渡の相手方   佐渡市両津夷98番地90 

佐渡漁業協同組合  

代表理事組合長 寺尾 和弥 

 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出 

               佐渡市長    渡辺 竜五 
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議案第69号 

 

財産の取得について（学習用タブレット一式）  

 

 下記の財産を取得したいので、佐渡市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（平成 16年佐渡市条例第60号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。  

 

記 

 

１ 品    目   学習用タブレット一式  

 

２ 数    量   3,737台 

 

３ 契 約 の 方 法   随意契約 

 

４ 契 約 金 額   205,506,225円 

 

５ 契約の相手方   新潟県新潟市中央区東大通１丁目２番 23号  

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン  

株式会社 新潟支社 

新潟支社長 柴田  輝晃 

 

 

 

 

          令和７年６月13日 提出  

               佐渡市長    渡辺 竜五  
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議案第70号 

 

議案第71号 

 

議案第72号 

 

令和７年度佐渡市一般会計補正予算（第２号）について 

（予算書別紙添付） 

令和７年度佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について              （予算書別紙添付） 

令和７年度佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第１号）

について              （予算書別紙添付） 
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《令和７年度 佐渡市一般会計補正予算（第２号）概要》 

 

１．補正予算について 

・【芸能と食の宝島】冬の佐渡旅魅力向上事業費及び国際交流事業費の経費を計

上 

・定額減税補足給付金事業の経費を計上 

・その他の経費については、当初予算編成後の事由による必要な経費を計上 

 

２．予算規模                         （単位：千円） 

補正前の額        46,830,000 

補 正 額          743,696 

累計予算額        47,573,696 
 

３．財源内訳                                        （単位：千円） 

国県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  120,342 

繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   27,572 

諸収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  595,782 
 
 
４．主な補正項目 

１）【新規】【芸能と食の宝島】冬の佐渡旅魅力向上事業【観光振興課】 

                          補正額： 10,270 千円 

（事業内容） 

冬季（12月～２月）の観光誘客に向けて、宿泊施設や地域の飲食店等と連携した

泊食分離プランの造成や伝統芸能を活用した体験コンテンツ造成等に要する経費

を計上。 

  

２）国際交流事業【観光振興課】          補正額：  1,536千円 

（事業内容） 

中国塩城市で開催される、日本・中国・韓国の３か国による地方政府交流会議へ

の参加に係る経費と、参加にあわせて塩城市と上海市内でインバウンド拡大に向け

て行うトップセールスに要する経費を計上。 

 

３）定額減税補足給付金事業【税務課】       補正額：112,334千円 

（事業内容） 

令和６年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が生じる方等に対し、

追加で給付金を支給する経費を計上。 

 

議案第 70号 



令和７年度　一般会計補正予算（第２号）　事業概要一覧

概　要 担当課

１）

　冬季（12月～２月）の観光誘客に向けて、宿泊施設や地域の飲
食店等と連携した泊食分離プランの造成や伝統芸能を活用した
体験コンテンツ造成等に要する経費を計上。

○事業内容
　・クーポン券の発行　　3,300枚×500円 【個人旅行向け】
　・冬の団体商品の造成支援 【団体旅行向け】
　　旅行商品造成補助金　3,000円×300人×４社
　・体験型コンテンツの造成
　　金井能楽堂を活用した能や鬼太鼓の伝統芸能体験プログ
　　ラムを提供

観光振興課

２）

　中国塩城市で開催される、日本・中国・韓国の３か国による地方
政府交流会議への参加に係る経費と、参加にあわせて塩城市と
上海市内でインバウンド拡大に向けて行うトップセールスに要する
経費を計上。

○事業内容
　・フォーラムへの参加経費
　・塩城市及び上海市でのトップセールスに要する経費

観光振興課

３）

　令和６年度に実施した定額減税補足給付金の支給額に不足が
生じる方等に対し、追加で給付金を支給する経費を計上。

○事業内容
　・対象者　約3,600人
　・給付見込み額　1億800万円

税務課

※事業名欄の数値の単位は千円

※一覧表中、〔臨〕は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、〔一〕は一般財源の略

事業名

定額減税補足給付金事業

予算額［112,334］
財　 源［(臨) 112,334］

【新規】【芸能と食の宝島】冬の
佐渡旅魅力向上事業

予算額［10,270］
財　 源［(一) 10,270］

国際交流事業

予算額［1,536］
財　 源［(一) 1,536］



  

 

《令和７年度 佐渡市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）概要》 

 

１ 補正予算について 

・老齢基礎年金の支給額改定に伴い、高額療養費制度の低所得区分Ⅰの基準見

直しに伴うシステム改修費を増額計上 

・マイナ保険証への移行に伴い、資格確認書等の年次更新に係るシステム改修

費を増額計上 

 

 

２ 予算規模                         （単位：千円） 

補正前の額                5,562,000 

補 正 額                            608 

累計予算額                5,562,608 

 

 

３ 財源内訳                                       （単位：千円） 

   一般会計繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  608 

 

 

４ 補正項目                                 （単位：千円） 

○総務費  

・一般管理費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・補正額：  608 

 

 

議案第 71号 



  

 

《令和７年度 佐渡市すこやか両津特別会計補正予算（第１号）概要》 

 

１ 補正予算について 

・一般会計繰入金を増額計上 

・一般管理費の修繕費を増額計上 

 

 

２ 予算規模                        （単位：千円） 

補正前の額                 643,370 

補 正 額                          5,122 

累計予算額                 648,492 

 

 

３ 財源内訳                                      （単位：千円） 

一般会計繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     5,122 

 

 

４ 補正項目                                  （単位：千円） 

○介護老人保健施設費 

・一般管理費 ・・・・・・・・・・・・・・・ 補正額：  5,122 

 

 

議案第 72号 


